
テレホン相談コーナー運営要綱の制定について

昭和５０年１１月５日

例規（厚）第２７号

この要綱は、県本部に電話による悩みごと相談コーナーを設け、職員及びその家族の

悩みごと解決に寄与する目的で定めたものである。


